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判定 

 

判定２０１９－６００００５ 

 

 （省略） 

 請求人 コスメディ製薬 株式会社 

 

 （省略） 

 被請求人 株式会社 ウェーブコーポレーション 

 

 

 上記当事者間の特許第５６８７１７０号の判定請求事件について、次のとお

り判定する。 

 

 結論 

 イ号図面及び説明書に示す「マイクロニードルパッチ収納容器」は、特

許第５６８７１７０号の請求項１に係る発明の技術的範囲に属する。 

 

 理由 

第１ 請求の趣旨 

 本件判定の請求の趣旨は、イ号図面及び説明書に示すマイクロニードルパッ

チ収納容器（以下「イ号物件」という。）は、特許第５６８７１７０号の請求

項１に係る発明の技術的範囲に属する、との判定を求めるものである。 

（当審注：判定請求書の請求の趣旨の欄には、「イ号図面及び説明書に示すマ

イクロニードルパッチ収納容器は、特許第５６８７１７０号発明の技術的範囲

に属する、との判定を求める。」と記載されているところ、判定請求書の「５ 

請求の理由」の欄の記載からみて、「イ号図面及び説明書に示すマイクロニー

ドルパッチ収納容器は、特許第５６８７１７０号の請求項１に係る発明の技術

的範囲に属する、との判定を求める。」であることは明らかであるので、上記

のとおり認定した。）  

  

第２ 手続の経緯及び本件特許発明  

１ 手続の経緯  

平成２３年 ９月２２日   本件特許の出願（特願２０１１－２２５３２８

号） 

平成２６年 ７月 ２日付け 拒絶理由通知 

平成２６年 ９月 ４日   意見書・手続補正書の提出 

平成２７年 １月３０日   設定登録 

平成２７年１１月 ２日   訂正審判の請求（訂正２０１５－３９０１１９

号） 

平成２８年 １月１５日   訂正審決の確定 

平成３１年 ２月 ５日   本件判定請求 

平成３１年 ２月１９日付け 手続補正指令 
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平成３１年 ２月２７日   手続補正書の提出 

平成３１年 ３月 ５日付け 被請求人（株式会社ウェーブコーポレーション）

宛て判定請求書副本の送達通知 

平成３１年 ３月 ６日付け 被請求人（株式会社ウェーブコーポレーション）

宛て手続補正書副本の送付通知 

 

 上記判定請求書副本の送達通知及び手続補正書副本の送付通知を行い、請求

人の判定請求に対して期間を指定して答弁書を提出する機会を与えたが、被請

求人からは応答がなかった。 

 

２ 本件特許発明  

 本件判定の請求に係る特許発明は、特許第５６８７１７０号の請求項１に係

る発明（以下「本件特許発明」という。）であり、平成２８年１月１５日に確

定した訂正審決（訂正２０１５－３９０１１９）の審決公報の記載からみて、

その特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりのものと認められ、その構

成は、判定請求書の記載に倣って、構成要件ごとに分説（以下「構成要件

（Ａ）」などという。）して記載すると次のとおりである。  

  

（Ａ）周辺部より窪んだ１個若しくは複数個の底面と、 

（Ｂ）該底面と該周辺部をつなぐ側面と、 

（Ｃ）該底面から突出した底面凸部を有し、 

（Ｄ）該底面凸部は柔軟性あるマイクロニードルパッチの離型シートに対応す

る位置に存在し、 

（Ｅ）該柔軟性あるマイクロニードルパッチの離型シート部分を該各底面の該

底面凸部により保持し、  

（Ｆ）該周辺部と該底面凸部との間に該底面が存在する  

（Ｇ）マイクロニードルパッチ収納容器。  

  

３ 本件特許発明の目的及び効果等  

 本件特許発明は、マイクロニードルパッチが、「その製造後流通過程を経て

使用されるまでの間、衛生的でかつその薬効を損なわないように保持される」

（段落【０００９】）ことを目的とし、マイクロニードルパッチ収納容器を上

記構成を有するものとし、それにより、「マイクロニードルパッチは離型シー

トの部分で保持され、マイクロニードル部分は容器のいかなる部分とも接触し

ない。マイクロニードルパッチが柔軟なシートであるとしても、開封するとき

まで衛生的に保持できる。」（段落【００２３】）という効果を奏するものと

認められる。  

  

第３ イ号物件 

１ 本件の判定請求書（３ページ）の５（４）には、「イ号図面の説明」とし

て、次の事項が記載されている。  

「（４）イ号図面の説明  



 3 / 8 

 

以下の説明に示す通り、イ号は、本件特許発明に則して記載すると、次 

のとおりのものである。  

（ａ）周辺部（１）より窪んだ１個の底面（２）と、  

（ｂ）該底面（２）と該周辺部（１）をつなぐ側面（３）と、  

（ｃ）該底面（２）から突出した底面凸部（４）を有し、  

（ｄ）該底面凸部（４）は柔軟性あるマイクロニードルパッチ（１０）の保護

シート（１３）に対応する位置に存在し、 

（ｅ）該柔軟性あるマイクロニードルパッチ（１０）の保護シート（１３）部

分を該各底面（２）の該底面凸部（４）により保持し、  

（ｆ）該周辺部（１）と該底面凸部（４）との間に該底面（２）が存在する

（ｇ）マイクロニードルパッチ収納容器。  

 

（ａ）の説明  

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「周辺部

（１）より窪んだ１個の底面（２）」を有している。  

（ｂ）の説明  

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「該底面

（２）と該周辺部（１）をつなぐ側面（３）」を有している。  

（ｃ）の説明  

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「該底面

（２）から突出した底面凸部（４）」を有している。  

（ｄ）の説明 

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「該底面

凸部（４）は柔軟性あるマイクロニードルパッチ（１０）の保護シート（１３）

に対応する位置に存在」している。なお、保護シートは、甲第３号証の【使用

方法】に「周りの白い保護シートをはがし、」と記載されているように、本件

特許発明における粘着面に付される離型シート（甲第１号証、段落【０００

９】）と同義である。 

（ｅ）の説明 

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「該柔軟

性あるマイクロニードルパッチ（１０）の保護シート（１３）部分を該各底面

（２）の該底面凸部（４）により保持」している。保護シートは、上記（ｄ）

と同様に、本件特許発明における離型シートと同義である。  

（ｆ）の説明  

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「該周辺

部（１）と該底面凸部（４）との間に該底面（２）が存在」している。 

 （ｇ）の説明  

 イ号図面及び説明書ならびに甲第３号証に見られるとおり、イ号は「マイク

ロニードルパッチ収納容器」である。」  

 

２ 判定請求書に添付された「イ号図面及び説明書」には、次の事項が記載さ

れている。 
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 なお、判定請求書の「５ 請求の理由」の「（１）判定請求の必要性」には、

次のとおり記載されている。 

 「本件判定請求に係る特許発明「マイクロニードルパッチ収納容器」（甲第

１号証）の特許権者（判定請求人コスメディ制約株式会社）は、株式会社ウェ

ーブコーポレーション（被請求人）がイ号図面及び説明書で示すマイクロニー

ドルパッチ収納容器を使用したスパトリートメント（Ｓｐａ ｔｒｅａｔｍｅ

ｎｔ）ホワイト マイクロパッチ（Ｗｈｉｔｅ Ｍｉｃｒｏ Ｐａｔｃｈ）

（甲第３号証：イ号物品）を製造販売していることを確認した。」 

 この記載及び上記第１の「請求の趣旨」を踏まえると、「イ号図面及び説明

書」は、甲第３号証のイ号物品：スパトリートメント（Ｓｐａ ｔｒｅａｔｍ

ｅｎｔ）ホワイト マイクロパッチ（Ｗｈｉｔｅ Ｍｉｃｒｏ Ｐａｔｃｈ）

を示すものであるといえる。 

 

３ イ号物品の包装体 

 甲第３号証として提出されたイ号物品である、スパトリートメント（Ｓｐａ 

ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）ホワイト マイクロ パッチ（Ｗｈｉｔｅ Ｍｉｃｒｏ 

Ｐａｔｃｈ）の包装体には、次のとおり記載されている。 

「【使用方法】 

●洗顔後、化粧水で整えた後、お顔の水分がなくなってからご使用ください。 
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●シート中央の突起部分にふれないように、周りの白い保護シートをはがし、

お顔の気になる部分へのせて、シートの上から軽く押しあてるように密着させ

てください。（後略）」 

 この記載事項から、イ号物品は、シート中央の突起部分の周りに、白い保護

シートを有するといえる。また、シートは、顔の部分にのせて上から軽く押し

あてるように密着するものであることから、柔軟なものであることは明らかで

ある。さらに、保護シートは、はがせるようになっていることから、剥離シー

トとして機能するものであることも明らかである。 

 

４ イ号物品 

 甲第３号証として提出されたイ号物品から、次の事項が看取される。なお、

図番は、上記１の「イ号図面及び説明書」のイ号図面において請求人が付与し

た図番を援用する。 

（あ）イ号物品は、容器であり、シート（１０）を収容するものである。 

（い）イ号物品は、円形の外縁部及び該外縁部から立ち上がる第１の側面と、

該第１の側面につながる上面部（１）と、該上面部（１）から窪んだ、一辺の

一部に半円状の膨らみを有する略正方形状の輪郭の１個の底面部（２）を有し

ている。 

（う）イ号物品は、該底面部（２）と該上面部（１）をつなぐ第２の側面（３）

を有している。  

（え）イ号物品は、該底面部（２）から突出した、一対の対向する円弧状の第

１の凸部（４）を有している。  

（お）イ号物品の該凸部（４）は、シート（１０）中央の突起部分の周りの白

い保護シート（１３）に対応する位置に存在している。 

（か）イ号物品の該シート（１０）中央の突起部分の周りの白い保護シート

（１３）の一部分が該底面部（２）の該第１の凸部（４）に載置されている。 

（き）イ号物品の該上面部（１）と該第１の凸部（４）との間には該底面部

（２）及び該底面部（２）よりも高いが該第１の凸部（４）よりも低い第２の

凸部が存在する。 

 

５ 上記１ないし４を整理すると、イ号物件は、次の構成（以下、「構成

（ａ）」などという。）を具備するものである。 

「（ａ）円形の外縁部及び該外縁部から立ち上がる第１の側面と、該第１の側

面につながる上面部（１）と、該上面部（１）から窪んだ、一辺の一部に半円

状の膨らみを有する略正方形状の輪郭の１個の底面部（２）と、  

（ｂ）該底面部（２）と該上面部（１）をつなぐ第２の側面（３）と、 

（ｃ）該底面部（２）から突出した、一対の対向する円弧状の第１の凸部（４）

を有し、  

（ｄ）該凸部（４）は、柔軟なシート（１０）中央の突起部分の周りの白い保

護シート（１３）に対応する位置に存在し、 

（ｅ）該柔軟なシート（１０）中央の突起部分の周りの白い保護シート（１３）

の一部分を該底面部（２）の該第１の凸部（４）に載置し、 
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（ｆ）該上面部（１）と該第１の凸部（４）との間には該底面部（２）及び該

底面部（２）よりも高いが該第１の凸部（４）よりも低い第２の凸部が存在す

る、 

（ｇ）該シート（１０）を収容する容器。」 

 

  

第４ 対比・判断  

１ 構成要件の充足性について 

 イ号物件が、本件特許発明の構成要件を充足するか否かについて、検討する。 

（１）構成要件（Ａ）について  

 イ号物件は、「円形の外縁部及び該外縁部から立ち上がる第１の側面と、該

第１の側面につながる上面部（１）と、該上面部（１）から窪んだ、一辺の一

部に半円状の膨らみを有する略正方形状の輪郭の１個の底面部（２）」という

構成（ａ）を有する。 

 そして、本件特許明細書等の段落【００１１】、【００３１】、【００３２】

及び図２等の記載によれば、本件特許発明において、「底面」とは、マイクロ

ニードルパッチ（１０）がぴったり収容される窪んだ空間の底の面であり、ま

た、「周辺部」とは、底面凸部（３４）に支えられ窪んだ空間にぴったり収容

されたマイクロニードルパッチ（１０）の周囲を囲うように位置し、底面（２）

よりも高く位置される部分であると解されるところ、本件特許発明の構成要件

（Ａ）とイ号物件の構成（ａ）とを対比すると、イ号物件の「上面部（１）」

は、その構造からみて、本件特許発明の「周辺部」に対応し、以下同様に、

「１個の底面部（２）」は「１個若しくは複数個の底面」に、それぞれ対応す

る。 

 してみると、イ号物件の構成（ａ）は、本件特許発明の「周辺部より窪んだ

１個若しくは複数個の底面」という構成要件（Ａ）を充足する。  

  

（２）構成要件（Ｂ）について  

 イ号物件は、「該底面部（２）と該上面部（１）をつなぐ第２の側面（３）」

という構成（ｂ）を有する。 

 本件特許発明の構成要件（Ｂ）とイ号物件の構成（ｂ）とを対比すると、イ

号物件の「第２の側面（３）」は、本件特許発明の「周辺部」に対応する 

「上面部」と、本件特許発明の「底面」に対応する「底面部」をつなぐもので

あり、その構造からみて、本件特許発明の「側面」に対応する。 

 してみると、イ号物件の構成（ｂ）は、本件特許発明の「該底面と該周辺部

をつなぐ側面」という構成要件（Ｂ）を充足する。  

  

 （３）構成要件（Ｃ）について  

 イ号物件は「該底面部（２）から突出した、一対の対向する円弧状の第１の

凸部（４）」という構成（ｃ）を有する。 
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 本件特許発明の構成要件（Ｃ）とイ号物件の構成（ｃ）とを対比すると、イ

号物件の「第１の凸部（４）」は、その構造からみて、本件特許発明の「底面

凸部」に対応する。 

 してみると、イ号物件の構成（ｃ）は、本件特許発明の「該底面から突出し

た底面凸部」という構成要件（Ｃ）を充足する。  

  

（４）構成要件（Ｄ）について  

 イ号物件は「該凸部（４）は、柔軟なシート（１０）中央の突起部分の回り

の白い保護シート（１３）に対応する位置に存在し」という構成（ｄ）を有す

る。 

 本件特許発明の構成要件（Ｄ）とイ号物件の構成（ｄ）とを対比すると、イ

号物件の「柔軟性があり」は、その機能及び作用からみて、本件特許発明の

「柔軟な」に対応する。また、イ号物件の「シート（１０）」は、その構造及

び機能からみて、本件特許発明の「マイクロニードルパッチ」に相当する。さ

らに、イ号部件の「白い保護シート（１３）」は、上記第３の３のとおり、剥

離シートとして機能するものであることから、本件特許発明の「離型シート」

に相当する。 

 してみると、イ号物件の構成（ｄ）は、本件特許発明の「該底面凸部は柔軟

性あるマイクロニードルパッチの離型シートに対応する位置に存在し」という

構成要件（Ｄ）を充足する。 

  

（５）構成要件（Ｅ）について  

 イ号物件は「該柔軟なシート（１０）中央の突起部分の回りの白い保護シー

ト（１３）の一部分を、該底面部（２）の該第１の凸部（４）に載置し、」と

いう構成（ｅ）を有する。 

 本件特許発明の構成要件（Ｅ）とイ号物件の構成（ｅ）とを対比すると、イ

号物件の「保護シート（１３）の一部分」は、その構造からみて、本件特許発

明の「離型シート部分」に対応する。 

 また、本件特許発明の「保持し」とは、本件特許明細書の【００３３】の

「蓋２０と収納容器３０を係合したとき、この窪み部２２と収納容器の底面凸

部３４及び側面凸部３５によりマイクロニードルパッチを挿み、保持する。」

という記載からみて、マイクロニードルパッチを収容容器の底面凸部３４に載

置することを含むものであるといえることから、イ号物件の「載置し」は、そ

の機能及び作用からみて、本件特許発明の「保持し」に対応する。 

 してみると、イ号物件の構成（ｅ）は、本件特許発明の「該柔軟性あるマイ

クロニードルパッチの離型シート部分を該各底面の該底面凸部により保持し」

という構成要件（Ｅ）を充足する。  

  

（６）構成要件（Ｆ）について  

 イ号物件は「該上面部（１）と該第１の凸部（４）との間には該底面部（２）

及び該底面部（２）よりも高いが該第１の凸部（４）よりも低い第２の凸部が

存在する」という構成（ｆ）を有する。 
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 構成（ｆ）について検討するに、上面部（１）と第１の凸部（４）との間に

は、全体にわたってとまではいえないが、底面部（２）が必ず存在していると

いえる。 

 また、本件特許発明の「底面凸部」は、マイクロニードルパッチを保持する

ものであるところ、一方、イ号物件の第２の凸部は、第１の凸部（４）よりも

低くシート（１０）の保持（載置）に寄与するものではないことを踏まえると、

底面部（２）の一部を構成しているとみることもできる。そうすると、イ号物

件の「底面部（２）」及び「第２の凸部」は、その構造からみて、本件特許発

明の「底面」に対応するともいえる。 

 いずれにしても、イ号物件の構成（ｆ）は、本件特許発明の「該周辺部と該

底面凸部との間に該底面が存在する」という構成要件（Ｆ）を充足する。 

 

（７）構成要件（Ｇ）について 

 イ号物件は「該シート（１０）を収容する容器」という構成（ｇ）を有する。 

 本件特許発明の構成要件（Ｇ）とイ号物件の構成（ｇ）とを対比すると、イ

号物件の「収容」は、その機能及び作用からみて、本件特許発明の「収納」に

相当する。 

 してみると、イ号物件の構成（ｇ）は、本件特許発明の「マイクロニードル

パッチ収納容器」という構成要件（Ｇ）を充足する。  

 

２ まとめ 

 上記１（１）～（７）に示すように、イ号物件の構成（ａ）ないし（ｇ）は、

それぞれ本件特許発明の構成要件（Ａ）ないし（Ｇ）を充足しているから、イ

号物件は、本件特許発明の技術的範囲に属するものであるといえる。  

  

第５ むすび  

 したがって、イ号物件は、本件特許発明の技術的範囲に属する。  

 よって、結論のとおり判定する。  
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